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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年１２月１３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月８日 ０７時４０分ごろ 

発生場所 関門港長府
ちょうふ

区 

満珠
まんじゅ

島灯台から真方位３０８°１.５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°００.６′ 東経１３１°００.１′） 

事故の概要 引船まんじゅ
．．．．

は、浚渫
しゅんせつ

船関
かん

雄
ゆう

に接舷作業中、左舷中央部外板が、

関雄の右舷船首部舷外の水面下にある錨に衝突した。 

まんじゅ
．．．．

は、左舷中央部外板に破口を生じて浸水した。 

事故調査の経過 平成２９年６月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 まんじゅ、１３５トン 

１３６８２０、関門港湾建設株式会社 

３３.０１ｍ×９.２０ｍ×５.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、２,６４６kＷ（合計）、平成１３年７月 

Ｂ 浚渫船 関雄、約２,７１２トン 

なし、関門港湾建設株式会社 

６４.００ｍ×２４.００ｍ×５.００ｍ、鋼 

機関なし、平成６年２月２８日（建造） 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成６年９月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年６月２日 

    免状有効期間満了日 平成３１年９月２８日 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 左舷中央部外板に破口、機関室に浸水（全損） 

Ｂ なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約３０cm 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、関門港長府区の専用岸壁に船

尾着けで係留しているＢ船の右舷中央部に、左舷着けで係留する目的

で、平成２９年６月８日０７時３３分ごろ、Ｂ船の右舷方の岸壁を、
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主機を後進にかけて離れた。 

Ａ船は、船長Ａが操舵室で操船を行い、係留作業に備えて一等航海

士及び一等機関士が前部甲板で、機関長及び二等航海士が後部甲板で

それぞれ待機していた。 

船長Ａは、Ａ船を回頭可能な広さがあるＢ船の船首方まで後進させ

た後、右回頭して船首方向を反転させ、再び後進させてＢ船に近づ

き、Ａ船の左舷舷側をＢ船の右舷舷側に接舷させることとした。 

Ａ船は、係留場所を離れた後、Ｂ船の右舷側を後進してＢ船の船首

付近を通過し、Ｂ船の船首から約７０ｍ前方まで移動し、後進行きあ

しが停止した後、その場で右回頭を開始した。 

Ａ船は、右回頭して、Ｂ船の右舷舷側の延長線に対して約３０°船

首が左方を向き、船体の一部が同延長線上よりも左側に入った体勢に

なった。 

船長Ａは、Ａ船を後進させながら船首を右に振り、Ｂ船の右舷舷側

に平行に接近させて接舷するつもりで、同体勢のまま後進を開始し

た。 

船長Ａは、そのままＡ船の後進を続けると、Ｂ船の右舷方に係留し

ていたバージに近くなってしまうように感じたので、Ａ船の後進行き

あしを止める目的で機関を前進にかけることとした。 

Ａ船は、船長ＡがＢ船の至近で機関を前進にかけたところ、船首が

左方に振れ始めた。 

一等機関士は、Ａ船の左舷船首部がＢ船まで約５ｍに近づき、この

ままＡ船の船首が左方に振れ続ければＢ船に衝突すると感じて、船長

Ａにトランシーバで危ないと声を掛けた。 

船長Ａは、Ａ船の後進行きあしも弱まり、そのままＡ船の船首を左

方に振りながら接近してもＢ船右舷船首部のフェンダに当たれば衝撃

が緩和されると思い、一等機関士の声掛けに返答せずに操船を続け

た。 

船長Ａは、０７時４０分ごろ衝撃音を聞き、Ａ船の左舷中央部外板

がＢ船の‘右舷船首部舷外の水面下にある錨’（以下「右舷錨」とい

う。）に衝突したことを知った。 

Ａ船は、衝突により左舷中央部外板の水面下に破口が生じて浸水が

始まり、船長Ａが、機関室の警報を確認したが、Ａ船を接舷させた後

に状況を確認することとし、Ｂ船の右舷ビットに係留索を取って接舷

した。 

Ａ船の乗組員全員は、接舷後に機関室に赴いたところ、破口から多

量の浸水を認め、破口部分に木栓及び毛布を入れて浸水の阻止を試み

たが、浸水を止めることができなかった。 

Ａ船は、水中ポンプにより排水を行ったが、右舷側に傾き始めたの

で、船長Ａがこれ以上作業を続けるのは危険であると判断し、乗組員
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全員がＢ船に移乗した後、０９時００分ごろ右舷側に横転した。 

船舶所有者は、直ちにＡ船の周囲にオイルフェンスを展張して防油

措置を施した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生場所概略図、写真

１ Ｂ船 参照） 

その他の事項 Ａ船の推進装置は、２機２軸右回りの全旋回Ｚ型推進装置であっ

た。 

船長Ａは、平成１５年ごろに引船に乗り始め、平成２０年ごろから

船長を務めていた。 

Ａ船は、８日の午前中に関門港長府区を出港し、浚渫工事に従事す

るＢ船をえい
．．

航して茨城県鹿島
か し ま

港の工事現場に向かう予定であった。 

Ｂ船は、９人が乗り組み、出港に備えて待機中であった。 

船長Ａは、本事故当時、作業時間を短縮しようと、Ａ船がＢ船の右

舷舷側の延長線と完全に平行となる前に、Ａ船を後進させながら回頭

を同時に行ってＢ船に接舷させようとしたが、Ａ船をＢ船の右舷舷側

の延長線と平行とし、同延長線より右側となる場所から後進を開始す

れば良かったと本事故後に思った。 

船長Ａは、Ｂ船の右舷前部舷外の水面下に錨があることを知ってお

り、過去にも今回と同じような方法でＡ船をＢ船に接舷させたとき、

錨に接触したことがあったものの、船体に損傷を生じなかったので、

過去のＢ船への接舷時よりも、船首が左方に振れる回頭速度がやや速

かったのではないかと本事故後に思った。 

Ｂ船の錨は、ＡＣ１４型と称する高さ約４.６ｍ、幅約３.３ｍ、重

量約１３ｔのもので、錨鎖をいっぱいに巻き上げても、錨全体が舷外

の水面下にあるのが通常の状態で、本事故時も同じ状態であった。 

（写真２ Ｂ船右舷錨 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、岸壁に係留しているＢ船に向けて後進しながら接舷作業

中、船長Ａが、Ｂ船の右舷船首部至近で機関を前進にかけたことか

ら、船首を左方に振りながらＢ船に接近し、Ｂ船の右舷錨に衝突した

ものと考えられる。 

Ａ船は、２個の全旋回Ｚ型推進装置を備えていたので、船長Ａが船

首の左方への振れを制御することができたものと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船がＢ船右舷船首部のフェンダに当たれば衝撃が緩和

されると思ったことから、Ａ船の船首を左方に振りながらＢ船に接近

したものと考えられる。 

原因 本事故は、関門港長府区において、Ａ船が、岸壁に係留しているＢ
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船に向けて後進しながら接舷作業中、船長Ａが、Ｂ船の右舷船首部至

近で機関を前進にかけたため、船首を左方に振りながらＢ船に接近

し、Ｂ船の右舷錨に衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船に接舷するときは、錨などの障害物に十分注意しながら接近

すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ｂ船 

 

 

※ 本事故当時は船尾着けであった。 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船右舷錨 
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